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平成30年３月１日 

株式会社名古屋証券取引所 

自主規制グループ 

新 規 上 場 会 社 概 要 

会 社 名 株式会社三十三フィナンシャルグループ 
（英 訳 名 San ju San Financial Group,Inc.） 

 

(注) 新規上場会社（以下「同社」という。）は、㈱三重銀行及び㈱第三銀行（以下「統合２社」とい

う。）が共同で、平成30年４月２日実施予定の株式移転により設立する完全親会社であり、本資

料の公表日において同社は設立されていないことから、本資料では、同社の会社設立予定日であ

る平成30年４月２日現在の状況について予定又は見込みにより記載している。 

 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 渡辺 三憲 

本 店 所 在 地 〒515-8530 三重県松阪市京町510番地 

 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記にて行う予定。) 

 〒510-0087 三重県四日市市西新地７番８号 

 ℡ 059(357)3355（平成30年４月２日開設予定） 

(最寄りの連絡場所) 同上 

(連結子会社の連絡先) ㈱三重銀行 ℡ 03(3241)7015 

 ㈱第三銀行 ℡ 03(3277)3311 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.33fg.co.jp/（平成30年４月２日開設予定） 

設 立 年 月 日 平成30年４月２日 

事 業 の 内 容 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及

びこれに付帯関連する一切の業務 

業種別分類・コード 銀行業・７３２２（新証券コード(ISIN) JP3333500001） 

株 式 の 総 数 （平成30年４月２日） 

発行済株式総数 26,169,144株（普通株式） 

 4,200,000株（第一種優先株式） 

資 本 金 10,000百万円 

 

新規上場有価証券 （上場予定日 平成30年４月２日（売買開始予定日 平成30年４月２日）） 

銘  柄 種類 発行数 
単元 
株式数 

備  考  

㈱三十三フィナンシャルグループ 

株式 
普通株式 26,169,144株 100株 

株式移転効力発生日

平成30.４.２ 

(注)１．発行可能株式総数 70,000,000株 

    定款において、発行可能株式総数は70,000,000株であり、普通株式の発行可能種類株式総数は

70,000,000株、第一種優先株式の発行可能種類株式総数は70,000,000株とする旨が定められてい

る。 

２．発行数は、平成29年９月30日現在の統合２社の状況に基づき、株式移転の際の株式移転比率

を勘案して記載している。なお、今後、株式移転の前日までの間に増減することがある。 

３．上場する株券は普通株式のみ。 
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公 募 ・ 売 出 し  なし 

既 上 場 取 引 所  なし 

（株式移転により、完全子会社となる会社の当取引所における上場期間（予定）） 

㈱三重銀行    昭和61年11月４日～平成30年３月28日廃止（売買最終日平成30年３月27日） 

㈱第三銀行    昭和36年10月２日～平成30年３月28日廃止（売買最終日平成30年３月27日）

新規上場取引所  ㈱名古屋証券取引所（市場第一部）、㈱東京証券取引所（市場第一部） 

 

会 社 の 概 況 

１．役員の状況 

(1) 代表者の略歴 

役 職 名 
氏   名 

（生年月日） 
略     歴 

代表取締役 

社長 
渡辺
わたなべ

 三
みつ

憲
のり

 
(昭和29年11月29日生) 

昭和53年４月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行 

平成16年４月 ㈱三井住友銀行執行役員 

平成20年４月 ㈱三井住友銀行常務執行役員 

平成23年４月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 

平成25年５月 ㈱三重銀行顧問 

平成25年６月 ㈱三重銀行副頭取執行役員 

平成25年６月 ㈱三重銀行取締役副頭取兼副頭取執行役員 

平成27年４月 ㈱三重銀行取締役頭取（現職） 

(2) その他の役員数 11名（うち監査等委員４名） 

 

２．会社の沿革 

年 月 主 な 沿 革 

平29.９ 

 

 

 

29.12 

 

 

29.12 

 

 

 

30.４ 

（予定） 

統合２社は、統合２社の株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提と

して、本株式移転により共同で同社を設立することについて合意に達し、統合２社の取締

役会において本株式移転に係る株式移転計画書の作成及び経営統合契約書の締結を決議。 

 

㈱三重銀行は、その臨時株主総会において、統合２社が共同で株式移転の方法により同社

を設立し、統合２社がその完全子会社となることについて承認決議。 

 

㈱第三銀行は、その臨時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及びＡ種優先株主に

よる種類株主総会において、統合２社が共同で株式移転の方法により同社を設立し、統合

２社がその完全子会社となることについて承認決議。 

 

統合２社が株式移転の方法により同社を設立。 

同社の普通株式を、㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所に上場。 

（参考）株式移転比率 

統合２社各々の普通株式１株に対して割当てられる同社普通株式及び㈱第三銀行のＡ種優先株

式１株に対して割当てられる同社第一種優先株式の比率は以下のとおり。 

会社名 ㈱三重銀行 ㈱第三銀行 

株式移転比率 

（普通株式） 
１ ０．７ 

株式移転比率 

（Ａ種優先株式） 
－ ０．７ 
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３．大株主の状況 

氏名又は名称 所有株式数 
発行済株式総数 

に占める割合 

 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 

銀泉㈱ 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口４） 

㈱三井住友銀行 

第三銀行職員持株会 

三重銀行従業員持株会 

㈱みずほ銀行 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口９） 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 

千株 

1,678 

1,062 

812 

776 

555 

447 

445 

401 

377 

349 

％ 

6.41 

4.06 

3.10 

2.96 

2.12 

1.70 

1.70 

1.53 

1.44 

1.33 

計 6,907 26.39 

（注)平成29年９月30日現在の統合２社の株主の状況に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して作

成している。 

 

４．株式事務の概要 

(1) 事 業 年 度  ４月１日から３月31日まで 

(2) 定 時 株 主 総 会 開 催 日  毎年４月１日から３ヵ月以内 

(3) 基 準 日  ３月31日 

(4) 剰余金 の 配当 の基準日  ９月30日、３月31日 

(5) 株 主 名 簿 管 理 人  日本証券代行㈱ 

 

５．その他 

(1) 所 属 市 場  市場第一部 

(2) 監 査 人  有限責任あずさ監査法人 

 

１．『新規上場会社概要』は、当取引所が新規上場会社を紹介するための資料であり、投資勧誘

を目的に作成されたものではありません。 

２．新規上場会社の「上場申請のための有価証券報告書」等を当取引所総務グループにおいて縦

覧に供しております。 

なお、内容等に関するお問い合わせは、 

株式会社名古屋証券取引所 自主規制グループ 上場監理担当 

ＴＥＬ ０５２－２６２－３１７４ 

ＦＡＸ ０５２－２６４－４７０２ 


